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１・１　沿革・組織機構

昭和23年 12月 厚生省3局長通達に基づき、細菌検査所と衛生試験所を統合し、熊本市に「熊本県衛生研

究所」として発足

26年 10月 熊本県衛生研究所条例（現熊本県保健環境科学研究所条例）公布

45年  7月 熊本県衛生研究所に公害部を増設

46年  9月 「熊本県衛生公害研究所」と改称（生物科学部、理化学部、公害部）

52年  4月 公害部の組織改編（生物科学部、理化学部、大気部、水質部）

平成 7年  4月 宇土市に新築移転、「熊本県保健環境科学研究所」と改称（微生物科学部、生活化

学部、大気科学部、水質科学部、地下水科学室（水質科学部部内室））

地下水科学室を廃止し、水質科学部に統合（微生物科学部、生活化学部、大気科学

部、水質科学部）

・経理、人事等の事務
・試験検査の精度管理
・庁舎管理

・食品の細菌等微生物検査
・食中毒・集団感染症発生時の細菌・ウイルス等検査
・感染症発生動向調査のための患者材料検査
・感染症流行予測のための抗体（インフルエンザ、日本脳
  炎など）検査
・日本脳炎、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、ビブリ
　オ バルニフィカス感染症などの調査研究

・食品の添加物等検査（保存料、甘味料、着色料、発色剤
  等）
・農産物・畜水産物の生産段階及び流通段階の残留農薬等
  検査
・食品に係る事件・事故等の発生時における対象食品等の
  緊急検査
・一斉分析法の開発など検査方法等に関する調査研究

・大気環境測定車による大気汚染物質調査（光化学オキシ
　ダント、微小粒子状物質（PM2.5）等）
・大気中の有害大気汚染物質調査（揮発性有機化合物等）
・環境放射能水準調査、煙道排ガス調査
・PM2.5成分分析調査（イオン成分、無機元素）
・PM2.5及び酸性雨に関する調査研究

・河川、海域等の環境基準点等を対象とした水質監視調査
・県下全域に亘る監視地点の地下水質監視調査
・特定施設等を有する工場、事業場の排水監視調査
・水生生物を指標とした川の水環境調査
・ゴルフ場使用農薬調査
・産業廃棄物にかかる有害物質の検査
・飲用井戸等の水質検査
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